
昭
和
二
十
七
年
外
務
省
令
第
七
号

外
務
職
員
の
公
の
名
称
に
関
す
る
省
令

外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
き
、
外
務
職
員
の
公
の
名
称

に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
公
の
名
称
の
付
与
）

第
一
条
　
外
務
大
臣
は
、
外
務
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
公
の
便
宜
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
は
、
国
際
慣
行
に
従
い
、
第
二
条
及
び
第
三
条
に
掲
げ
る
公
の
名
称
の
一
又
は
二
以
上
を
用
い
る

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
の
名
称
の
区
分
）

第
二
条
　
職
員
が
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
い
て
用
い
る

公
の
名
称
の
区
分
は
、
左
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
主
と
し
て
外
交
事
務
に
従
事
す
る
職
員
が
用
い
る
公
の
名
称

参
事
官
、
一
等
書
記
官
、
二
等
書
記
官
、
三
等
書
記
官
及
び
外
交
官
補

二
　
主
と
し
て
領
事
事
務
に
従
事
す
る
職
員
が
用
い
る
公
の
名
称

総
領
事
、
領
事
、
副
領
事
及
び
領
事
官
補

三
　
主
と
し
て
外
交
領
事
事
務
に
直
接
関
連
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
が
用
い
る
公
の
名
称

一
等
理
事
官
、
二
等
理
事
官
、
三
等
理
事
官
及
び
副
理
事
官

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務
の
一
般
的
補
助
業
務
に
従
事
す
る
職
員
が
用
い
る
公
の
名
称

外
務
書
記

（
特
別
の
公
の
名
称
の
区
分
）

第
三
条
　
外
務
公
務
員
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
対
し
用
い
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
公
の
名
称
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
名
称
と
す
る
。

一
　
主
と
し
て
外
国
政
府
と
交
渉
し
、
又
は
国
際
会
議
若
し
く
は
国
際
機
関
に
参
加
す
る
職
員
そ
の
他
特
別
の
必

要
が
あ
る
職
員
　
大
使
及
び
公
使

二
　
削
除

三
　
主
と
し
て
電
信
符
号
の
組
立
て
若
し
く
は
解
読
又
は
電
気
通
信
事
務
に
従
事
す
る
職
員
　
一
等
電
信
官
、
二

等
電
信
官
、
三
等
電
信
官
及
び
電
信
官
補

四
　
主
と
し
て
通
訳
事
務
に
従
事
す
る
職
員
　
一
等
通
訳
官
、
二
等
通
訳
官
、
三
等
通
訳
官
及
び
通
訳
官
補

五
　
主
と
し
て
翻
訳
事
務
に
従
事
す
る
職
員
　
一
等
翻
訳
官
、
二
等
翻
訳
官
、
三
等
翻
訳
官
及
び
翻
訳
官
補

六
　
在
外
公
館
に
勤
務
し
、
主
と
し
て
防
衛
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
　
防
衛
駐
在
官

七
　
在
外
公
館
に
勤
務
し
、
主
と
し
て
医
務
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
　
医
務
官

八
　
在
外
公
館
に
勤
務
し
、
主
と
し
て
在
外
公
館
の
警
備
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
　
在
外
公
館
警
備
対

策
官

２
　
も
つ
ぱ
ら
財
務
、
商
務
、
農
務
、
労
働
等
に
関
す
る
外
交
領
事
事
務
に
従
事
す
る
職
員
が
用
い
る
公
の
名
称
に

つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
別
に
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
六
月
一
七
日
外
務
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
二
月
一
六
日
外
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
二
〇
日
外
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
五
月
一
〇
日
外
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
四
日
外
務
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
一
〇
日
外
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
三
月
五
日
外
務
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
一
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
八
日
外
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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